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  第４節 ＮＢＣ攻撃による災害への対処 

 

１ 関係機関の役割 

国 

(内閣総理大臣） 

○ＮＢＣ攻撃による災害が発生した場合、対処基本方針に基づき、関

係大臣を指揮して、ＮＢＣ攻撃に関する迅速な情報収集、被災者の

救助、医療体制の確保、迅速な原因物質の特定、汚染地域の範囲の

特定及び除染の実施等汚染の拡大の防止のために必要な措置を実施 

○国民の生命、身体又は財産を保護するため緊急の必要があると認め

るときは、関係都道府県知事に協力を要請 

府 

（知事） 

○内閣総理大臣からの要請を受けた場合、自ら協力して汚染の拡大を

防止するための必要な措置を実施 

○汚染の拡大を防止するための措置を迅速に講ずる必要があると認め

るときは、市町村長、関係消防組合の管理者若しくは長、府警察本

部長に対し必要な協力を要請 

  

２ 町の役割 

 町は、ＮＢＣ攻撃による汚染が生じた場合の対処について、国による基本的な方

針を踏まえた対応を行うことを基本としつつ、特に、対処の現場における初動的な

応急措置を講ずる。 

 (1) 応急措置の実施 

町長は、ＮＢＣ攻撃が行われた場合においては、その被害の現場における状況

に照らして、現場及びその影響を受けることが予想される地域の住民に対して、

退避を指示し、又は警戒区域を設定する。  

町は、保有する装備・資機材等により対応可能な範囲内で関係機関とともに、

原因物質の特定、被災者の救助等のための活動を行う。  

 (2) 国の方針に基づく措置の実施 

町は、内閣総理大臣が、関係大臣を指揮して、汚染拡大防止のための措置を講

ずる場合においては、内閣総理大臣の基本的な方針及びそれに基づく各省庁にお

ける活動内容について、府を通じて国から必要な情報を入手するとともに、当該

方針に基づいて、所要の措置を講ずる。 

 (3) 関係機関との連携 

町長は、ＮＢＣ攻撃が行われた場合は、町対策本部において、消防機関、府警

察、海上保安部等、自衛隊、医療関係機関等から被害に関する情報や関係機関の

有する専門的知見、対処能力等に関する情報を共有し、必要な対処を行う。 
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 (4) 町長等の権限 

ア 町長は、知事から汚染の拡大を防止するため協力の要請があったときは、府

警察等の関係機関と調整しつつ、下記の措置を実施する。 

ⅰ 汚染され、又は汚染された疑いがある「飲食物、衣類、寝具その他の物

件」の占有者に対し、当該物件の移動を制限し、又は禁止し、又は当該

物件を廃棄すべきことを命ずること。  

ⅱ 汚染され、又は汚染された疑いがある「生活の用に供する水」の管理者

に対し、その使用若しくは給水を制限し、又は禁止すべきことを命ずる

こと。  

ⅲ 汚染され、又は汚染された疑いのある「死体」の移動を制限し、又は禁

止すること。  

ⅳ 汚染され、又は汚染された疑いがある「飲食物、衣類、寝具その他の物

件」を廃棄すること。  

ⅴ 汚染され、又は汚染された疑いがある「建物」への立入りを制限し、若

しくは禁止し、又は当該建物を封鎖すること。  

ⅵ 汚染され、又は汚染された疑いがある「場所」の交通を制限し、又は遮

断すること。  

イ 上記アのⅰからⅳの措置を講ずるときは、当該措置の名あて人に対し、次に

掲げる事項を通知する（差し迫った必要があるときは、当該措置を講じた後、

相当の期間内に、同事項を当該措置の名あて人に通知する。）。また、上記ア

のⅴ及びⅵの措置を講ずるときは、適当な場所に次に掲げる事項を掲示する（差

し迫った必要があるときは、現場における指示をもってこれに代える。）。  

ⅰ 当該措置を講じる旨  

ⅱ 当該措置を講じる理由 

ⅲ 当該措置の対象となる物件、生活の用に供する水又は死体（上記アのⅴ

及びⅵの措置を講ずる場合にあっては、当該措置の対象となる建物又は

場所） 

ⅳ 当該措置を講ずる時期 

ⅴ 当該措置の内容 

 (5) 汚染原因に応じた対応 

町は、ＮＢＣ攻撃のそれぞれの汚染原因に応じて、国及び府との連携の下、そ

れぞれ次の点に留意して措置を講ずる。 

ア 核攻撃等の場合 

町は、核攻撃等による災害が発生した場合、国の対策本部による汚染範囲の
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特定を補助するため、汚染の範囲特定に資する被災情報を府に直ちに報告する。

また、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、被ばく線量の管理を

行いつつ、活動を実施させる。 

イ 生物剤による攻撃の場合 

町は、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、関係機関が行う汚

染の原因物質の特定等に資する情報収集などの活動を行う。  

ウ 化学剤による攻撃の場合 

町は、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、関係機関が行う原

因物質の特定、汚染地域の範囲の特定、被災者の救助及び除染等に資する情報

収集などの活動を行う。 

 (6) 要員の安全の確保 

 町長又は関係消防組合の管理者若しくは長は、危険が及ばないよう防護服を

着用させるほか、武力攻撃災害の状況等の情報収集に努め、当該情報を速やかに

提供するなどにより、応急対策を講ずる要員の安全の確保に配慮する。 

 

 

 

  第５節 保健福祉・衛生  

 

 町は、避難先地域においては、常に良好な衛生状態を保つように努め、特に、高齢 

者、障害者等災害時要援護者の心身双方の健康状態には特段の配慮を行うとともに、

府及び社会福祉協議会等関係団体と協力し、必要な福祉サービスが継続的に実施でき

るよう努める。 

 また、町は、府と連携して、保健医療関係者による巡回健康相談等を実施し、必要 

に応じ、健康相談等窓口を設置する。  

 

１ 防疫活動 

 町は、感染症法（感染症名はｐ103参照）・結核予防法及び災害防疫実施要綱（厚

生労働省）及び国民保護法第121条の規定による特例に基づき、府と緊密な連携を

とりつつ、患者等の人権に配慮しながら、防疫活動を実施する。  

ア 府の指導、指示により、次の防疫活動を実施する。 

ⅰ 消毒措置の実施（感染症法第27条） 

ⅱ ねずみ族及び昆虫等の駆除（感染症法第28条） 

ⅲ 避難所の防疫指導 


